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○ 選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 
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○ 埼玉県病院事業管理規程第５号中訂正（経営管理課） 
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 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和元年12月13日 

埼玉県公安委員会委員長 野 瀬 清 喜 

埼玉県公安委員会規則第５号 

埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 
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る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
北
戸
田 

 
 

 

埼
玉
県
戸
田
市
美
女
木
東
一
丁
目
三
の
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

村
井
正
平 

 
 

 
 

 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 
外 

計
六
十
八
者 

（
変
更
後
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出
武
美 

 
 

 
 

 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

外 
計
五
十
一
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
九
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
川
越
的
場
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
字
六
畑
八
百
三
十
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

原
田
健 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
十
八
番
二
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
二
年
八
月
五
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
六
百
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
七
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
六
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
① 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
③ 
午
前
四
時
か
ら
午
前
六
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
六
号 

 
豚
コ
レ
ラ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
号
（
豚
コ
レ
ラ

の
発
生
時
の
豚
等
の
移
動
等
の
制
限
に
関
す
る
告
示
）
で
告
示
し
た
家
畜
等
の
移
動
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
す
る
区
域
の
う
ち
、
移
動
を
禁
止
し
た
区
域
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

禁
止
を
解
除
す
る
家
畜
等 

 
 

豚
及
び
い
の
し
し
並
び
に
そ
の
死
体
並
び
に
豚
コ
レ
ラ
の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
が
あ 

 

る
物
品 

二 

禁
止
を
解
除
す
る
日 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
五
日 

三 

禁
止
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
九
日
に
豚
コ
レ
ラ
の
疑
似
患
畜
が
確
認
さ
れ
た
深
谷
市
内
の
農
場
を
中
心 

 

と
す
る
半
径
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に
つ
い
て
、
家
畜
防
疫
員
が
家
畜
伝
染
病
予
防
法 

 

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
豚
及
び
い
の
し
し 

 

を
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
指
示
し
た
区
域 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
所
沢
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

所
沢
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

所
沢
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
朝
霞
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

朝
霞
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

朝
霞
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
三

芳
町
富
士
塚
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
事
業
三
芳
町
富
士
塚
土
地
区
画
整
理
事

業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
つ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
号 

 
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を

し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

監
督
処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
九
日 

二 

監
督
処
分
を
受
け
た
建
築
士
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
、
開
設
者
の
氏
名
（
開
設
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
設
者
の
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
、
事
務
所
の

別
並
び
に
登
録
番
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

建
築
士
事
務
所
の
閉
鎖
一
月
（
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
一
月
） 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

建
築
士
事
務
所
の
管
理
建
築
士
が
建
築
士
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た 

 

た
め 

株
式
会
社
狩
野

建
築
設
計
事
務

所 名

称 

埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
中
央
区
六

―
十
二
―
七 

Ａ
ｒ
ｅ
ｎ
ａ
新

都
心
一
〇
一 

所

在

地 

狩
野 

真
也 

開
設
者
の
氏
名 

一
級
建
築
士

事
務
所 

事

務

所

の

別 

埼
玉
県
知
事

登
録
（
一
）
第

一
一
四
四
〇

号 

  

登

録

番

号 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

相 

原 

秀 

行 

 

 

 

 



 

   
 

 

和
光
志
木
線 

  

路 
 

線 
 

名 

朝
霞
市
朝
志
ヶ
丘
四
丁
目
一
一
七
五
番
五
地

先
か
ら
同
市
朝
志
ヶ
丘
四
丁
目
一
一
六
八
番

四
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平

成

二

十

一

年

八

月

十
四
日
付
け
埼
玉
県
朝

霞

県

土

整

備

事

務

所

長
告
示
第
十
三
号
お
よ

び
平
成
三
十
年
十
月
十

二
日
付
け
埼
玉
県
朝
霞

県

土

整

備

事

務

所

長

告
示
第
五
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
一

部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
三
六
・
〇
八
メ

ー
ト
ル 

        

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 
 

 
 

 
 

 

一 

道

路

の

種

類

 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

本
庄
寄
居
線 

三 

道

路

の

区

域

 



 
新 旧 

旧 
新 
別 

 
児
玉
郡
美
里
町
大
字
阿
那
志
字
川
原
二

七
六
番
八
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
阿

那
志
字
下
十
条
前
二
三
五
番
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
二
・
五
〇 

 
 

 
 

～ 二
一
・
一
八 

 
 

八
・
五
六 

 
 

 
 

～ 一
四
・
四
一 

 

   

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

 
 

二
〇
〇
・
八
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
事
業 

 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
三
〇
〇
〇
二
五
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
九
日 

 
 

越
建
セ
第
三
五
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
三
百
三
十
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
千
四
百
三
十
番
一 

ブ
ラ
イ
ト
コ
ー
ト

二
〇
二
号
室 

 
 

大
山 

智
弘 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
四
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四

条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第

一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数

の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
二
二
、
七
一
五
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
六
六
、
九
六
五
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
八
、
九
三
八
人 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
七
、
二
三
七
人 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
四
五
二
人 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
七
七
一
人 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
二
、
七
二
七
人 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
二
二
七
人 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
八
、
一
六
九
人 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
五
四
一
人 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
四
、
八
四
三
人 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
一
、
八
六
七
人 



 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
四
、
一
六
四
人 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
四
二
五
人 

 
南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
六
、
〇
三
六
人 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
三
一
四
人 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
〇
六
七
人 

 

南
第
十
六
区 
鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
四
六
六
人 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
、
九
六
四
人 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
五
九
五
人 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
、
〇
五
七
人 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
六
、
五
六
六
人 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
三
五
四
人 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
七
八
〇
人 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
六
、
七
一
三
人 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
五
八
七
人 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
七
五
〇
人 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
九
五
八
人 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
八
三
七
人 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三
〇
、
八
四
五
人 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
七
、
六
〇
〇
人 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
五
九
二
人 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
二
〇
六
人 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
八
五
九
人 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ケ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
五
五
三
人 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
六
、
四
〇
五
人 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 
 

 

二
二
、
一
七
五
人 

 

北
第
一
区 

秩
父
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
六
七
六
人 

 

北
第
二
区 

横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長

町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

一
一
、
三
三
二
人 

 

北
第
三
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
三
、
八
七
四
人 

 

北
第
四
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
二
、
五
〇
七
人 

 

北
第
五
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
五
、
四
一
四
人 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
九
二
四
人 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
二
五
八
人 

 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
七
七
六
人 

 

東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
二
七
二
人 



 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
五
八
四
人 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
三
八
三
人 

 
東
第
七
区 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
六
、
五
四
一
人 

 

東
第
八
区 

越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
四
、
九
六
九
人 

 

東
第
九
区 
八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
九
九
二
人 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
九
八
一
人 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
三
八
六
人 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
八
四
四
人 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
五
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

令
和
元
年
十
二
月
十
九
日 

午
後
四
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

公
職
選
挙
法
及
び
同
法
施
行
令
等
執
行
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
九
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
の
結
果
に

関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

佐 

野 

勝 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

高 

橋 

政 

雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

新 

井 

一 

徳 



１ 監査結果に関する報告 

 (１) 監査の対象事務 

    平成３０年度・令和元年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業

の管理及びその他の事務の執行 

 

 (２) 監査の対象機関 ２９機関 

 

 (３) 監査実施日 

    令和元年８月１９日～令和元年１０月１８日 

 

 (４) 監査の実施方針 

    事務の執行について、正確性、合規性はもとより、最少の経費で最大の効果を

あげているかという経済性、効率性及び有効性の観点から検証 

 

 (５) 監査の結果 

  ア 指摘事項  

    財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行（以下「事

務事業の執行等」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

   （ア）事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改

善が必要と認められるもの 

   （イ）事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善

が必要と認められるもの 

 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 県央地域振興センター 

総務部 川口県税事務所、東松山県税事務所、越谷県税事務所 

環境部 東松山環境管理事務所 

福祉部 東部中央福祉事務所 

保健医療部  春日部保健所、高等看護学院 

農林部 寄居林業事務所 

県土整備部  秩父県土整備事務所、本庄県土整備事務所 

都市整備部  八潮新都市建設事務所 

企業局 行田浄水場、水質管理センター 

病院局 がんセンター、小児医療センター 

教育局 西部教育事務所、東部教育事務所、朝霞高等学校、朝霞西高等学校、大

宮商業高等学校、小鹿野高等学校、川口東高等学校、草加西高等学校、

三郷工業技術高等学校、吉川美南高等学校、秩父特別支援学校 

警察本部 新座警察署、小鹿野警察署 



  イ 注意事項 

    事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

   （ア）事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正や今後の改善が必

要と認められるもの 

   （イ）事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が

必要と認められるもの 

 

 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

 ア 指摘事項 

   該当なし 

 

 イ 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

教育局 朝霞西高等学校  平成 30 年度の「灯油単価契約」について、予定価格

が 160 万円を超えた場合は競争入札により事業者を決

定し契約すべきところ、随意契約としたことは不適切

であった。 
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１ 監査の結果「指摘」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

総務部 税務課 令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度に現金領収した納税証紙の売りさばき代金について、収

納した当日又は翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないとこ

ろ、複数の売りさばき代金の払込みが、長期にわたり遅延していたこと

は不適切であった。 

 再発防止のため、払込みの確認など組織的な管理を徹底することとした。 

 具体的には、担当者の不在時も含めて財務規則で定められている期間内

に払込ができるよう現金取扱手順を定めるとともに、所属内で納税証紙の

売りさばきに係る説明会を実施し、適正な証紙の売りさばき・現金取扱の

徹底を図った。 

県民生活

部 

共助社会

づくり課 

令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度に締結した「県民活動総合センター駐車場バリアフリー

改修工事設計業務委託」及び「同改修工事」に関して、設計業務委託に

係る完了検査前の設計図書を使用して、同改修工事の入札公告を行った

ことは不適切であった。 

 契約約款に反することのないよう、内容の確認を担当、決裁権者におい

て徹底した。当該工事に係る工事完了後の検査に当たっては、部内技術職

の支援を得て確認検査を行った。 

 今後、同様な事案では、土木・建築の関係課に技術的助言を求めるよう

課内に周知徹底するとともに、職員が工事に関する基礎知識等を習得する

研修機会の充実を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

企画財政

部 

財政課 令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度の資金前渡による電話料金の支払のうち３件について、

直ちに支払が完了しなかった場合には現金出納簿に整理すべきところ、

整理していなかったことは不適切であった。 

 再発防止のため、監査結果を職員に周知するとともに、以下の取組を実

施することとした。 

１ 資金前渡について 

 ①支払の都度、複数職員で通帳及び現金出納簿の記入を確認する。 

 ②精算の都度、通帳の写し及び領収書を貼付することで、確実にする。 

２ 自己検査について 

  毎月実施している自己検査は必ず複数職員で実施する。 

企画財政

部 

情報シス

テム課 

令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度に締結した「住民基本台帳ネットワークシステム代表端

末機器等の賃貸借等に係る契約」及び「住民基本台帳ネットワークシス

テム業務端末機器等の賃貸借等に係る契約」について、契約期間が複数

年にわたらない１年以内であるにもかかわらず、長期継続契約としたこ

とは不適切であった。 

 再発防止のため、朝礼において監査結果を職員に周知するとともに、長

期継続契約事務の適正な執行について徹底を図った。 

 また、平成25年3月27日通達入執第1694号の総務部長依命通達に沿っ

て、契約期間が複数年にわたるものかなどの項目を設けた「チェックシー

ト（長期継続契約編）」を新たに作成し、執行伺の際に複数職員によるチェ

ックを徹底することとした。 

県民生活

部 

文化振興

課 

令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度の「オール埼玉で彩る文化プログラム公募事業」補助金

について、当初交付決定額の変更を承認するに当たり、支出負担行為の

変更を行わなかったことは不適切であった。 

 再発防止のため、課内職員に監査結果を周知するとともに、補助金事務

の注意点について再確認を行い、財務事務の適正な執行を徹底した。 

 また、今後、交付決定額の変更を承認する際には、支出負担行為の変更

を徹底するため、補助金事務フロー図をもとに複数職員によるチェックを

行うこととした。 



危機管理

防災部 

危機管理

課 

令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度の非常勤職員社会保険料支払に関する資金前渡金につい

て、残金がない場合の精算手続を、全ての月において行っていなかった

ことは不適切であった。 

 非常勤職員社会保険料支払の決裁において、資金前渡担当者が０精算で

あることを支出命令権者に報告し、確認印を受けているかを担当主幹がチ

ェックシートで確認するとともに、決裁ラインに資金前渡担当者も加えチ

ェック体制を強化した。 

 非常勤職員社会保険料支払の決裁ラインの関係者全員で適正な資金前渡

実務について勉強会を行った。 

 今後、資金前渡実務研修などに職員を積極的に参加させ再発防止に努め

ていく。 

環境部 水環境課 令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度に締結した「異常水質事故対応に係るＡＩ（人工知能）

等の先端技術の活用可能性調査業務委託」について、予定価格が50万

円以上にもかかわらず、予定価格調書を作成していなかったことは不適

切であった。 

 監査実施後の結果の周知とともに、予定価格調書の作成について職場研

修を実施した。 

 経理員は総務・騒音・悪臭担当にのみ置いていたが、今年度から全担当

に経理員を配置し、それぞれ他の担当の支出負担行為や支出命令を確認す

る体制に変更した。 

 これにより新たに経理員になった職員は、出納総務課が実施する経理員

研修に参加した。 

 「財務に関するチェックシート（歳出編、契約編）」の活用について改め

て周知徹底した。 

 また、執行伺いの段階で総務担当に相談すること、さらに不明な点は、

出納総務課に相談するよう周知した。 



福祉部 障害者支

援課 

令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 

 平成30年度に締結した業務委託契約２件について、委託料の支払を

概算払としていたところ、契約終了日までに業務完了検査及び精算手続

を行わなかったことは不適切であった。 

 

 受託業者に対しては、契約書の定めに基づき、業務完了後遅滞なく実績

報告書を提出することを徹底した。 

 また、財務に関するチェックシートを活用し、課内の進行管理の徹底を

図ることとした。自己検査のファイルに綴じ込み、自己検査時に主幹が確

認するようにし、担当内で進捗状況を管理する体制を作った。 

 さらに、監査の結果及び講じた措置を課内全員に周知し、再発防止を徹

底するとともに、財務研修への参加及び課内のフィードバックにより、職

員の財務に関する知識の向上を図った。 

都市整備

部 

営繕課 令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 

 平成30年度に締結した「越谷児童相談所事務室棟新築その他工事設

計業務委託」における一部業務の再委託について、書面による承諾手続

を行っていなかったことは不適切であった。 

 再発防止を図るため、監査結果を職員に周知するとともに、課内の事務

処理マニュアルを改定し、担当職員全員に徹底した。 

 マニュアルの改定では、変更契約を含めて再委託が生じた際には、書面

による承諾手続を行うよう追記し、さらに受注者からの提出書類チェック

表を追加し、事務手続きの適正化を図った。 

警察本部 施設課 令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度に締結した「通信指令課無停電電源装置賃貸借契約の変

更契約」について、支出負担行為の決裁区分が部長のところ課長が決裁

していたことは不適切であった。 

 変更契約を締結する際は、原契約と変更契約を対比し、変更後の契約金

額が決裁区分に合致しているか、決裁ルートの複数職員がチェックリスト

等を活用して確認することにより、確実な審査を徹底する。 

 また、警察本部内全ての財務執行所属に対し、誤りの内容、原因及び再

発防止策について通知し、再発防止を徹底した。 

警察本部 施設課 令和元年10月4日 

（第 44 号） 

 平成30年度に締結した「久喜警察署耐震性貯水槽設置工事」につい

て、契約図書では耐震性貯水槽設置の際に掘削した土砂を署外に搬出し

て処分することとしていたが、土砂の搬出・処分状況を確認せず工事完

了検査を合格としたことは不適切であった。 

 建設発生土を場外処分する場合は、搬出及び処分状況について詳細に記

載された書類や写真の提出を業者に徹底させ、監督員、検査員等複数の職

員がチェックリスト等により提出書類の確認を行う。 

 また、工事完成検査及び支払時には、決裁権者を含む決裁ルートの職員



が工事概要を把握の上、必要書類が具備されていることを確認し、契約内

容全般の確実な履行確認を徹底する。 

 なお、警察本部内全ての財務執行所属に対し、誤りの内容、原因及び再

発防止策について通知し、再発防止を徹底した。 
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